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松浦市の人口は、1960年の約6万人をピークとして炭鉱閉山により人口減少が始まり、
現在（令和８年１月1日現在）は、約2万人にまで減少しています。
そのため本市では、「松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少問題に
抗い、持続可能なまちを創るための様々な施策を実施しています。
この総合戦略に掲げる目標を達成し、市民が幸せに暮らし、持続可能なまちとなるためには、

市民、企業・団体、行政などが「つながる」必要があると考えています。
「つながり」をきっかけとした、新たな官民連携の形の一つとして、企業の皆さま方には、

本市のプロジェクトに「企業版ふるさと納税」を通して参画いただきたいと考えています。
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特設ページはこちら👉



松浦市の地方創生プロジェクト（対象事業）

まちの創生
医療・生活等基盤整備、インフラ整備
促進、対話と協働によるまちづくり

安心・幸せのまちプロジェクト

皆でチャレンジするまちプロジェクト

・交通対策・支え合い支援

・地域づくり支援・地域運営組織

ひとの創生
結婚～子育て支援、教育支援、
移住定住促進、関係人口創出

学び育てるまちプロジェクト

未来へ続くまちプロジェクト

・教育振興・子育て支援

・松浦高校支援・移住定住促進

しごとの創生
地場産業育成・支援、雇用の場
の創出、交流人口拡大

誇れるまちプロジェクト

仕事をつくるまちプロジェクト

・観光振興・文化財保存活用

・農林水産業振興・商工業振興

※「松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けているすべての事業が対象です。
応援したい事業の相談も行いますので、まずは気軽にご連絡ください。

地方創生プロジェクトのうち令和７年度に活用させていただいた寄附活用事業例をご紹介します。

寄附活用事業のご紹介（令和７年度）

【寄附事業者】
㈱PAL構造、中興化成工業㈱、協和機電工業㈱、 シフトプラス㈱、智洋水産㈱、アーバンコンサルタント㈱、
國富㈱、㈱NDKCOM、大和コンサル㈱、㈱愛しとーと、グロリアス・ジャパン㈱、㈱山口組ホールディングス、
永晃㈱、日本遠洋旋網漁業協同組合（順不同）

松浦市への企業版ふるさと納税の寄附事務手続の流れ
【ステップ１】
ご相談・お申込み

【ステップ２】
ご 寄 附

【ステップ３】
税申告のお手続き

企業様からご提出いただいた書類
の内容を確認後、納付書を送付い
たします。

本パンフレット及び市のホーム
ページより、ご提出ください。
・寄附事務手続前確認シート
・寄附申込書
制度の説明、プロジェクトの選定
については随時ご相談ください。

企業様のご寄附の払い込みを確認後、
寄附受領証を発行、送付いたします。

※お振込みの確認まで、数日程度かかります。

企業版ふるさと納税の税制上の優遇
措置を受けるには、松浦市が発行し
た企業版ふるさと納税の寄附受領証
が必要です。
企業版ふるさと納税（地方創生応援
税制）の適用がある旨の税申告の
お手続きをお願いいたします。

※寄附受領証は再発行いたしませんので、
大切に保管をお願いいたします。

納付書を使用し、松浦市指定金融
機関でご寄附の払い込みをお願い
いたします。
※市の納付書によるご寄附の払い込みの場合、
手数料は発生いたしません。
※ネットバンキングによる払い込みの場合,
手数料は企業様のご負担となります。
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